
資料② 

総合事業における新型コロナウイルス感染症等への対応について 

新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、感染症法上の位置づけが５類に変

更後も、高齢者施設等における感染対策の徹底を当面継続することとされています。介護予

防・生活支援サービス事業（第１号事業）指定事業者の皆様におかれましても、以下の事務

連絡やホームページを参照し、感染症予防対策の上事業を運営されますようお願いいたしま

す。 

 

介護保険最新情報 Vol.１１４６ 高齢者施設等における感染対策等について 

令和５年 4月 18日厚生労働省老健局 

（https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090） 

 

 

介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について 

厚生労働省ホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html） 

内容 

１．基本的な事項 

２．感染拡大防止に関する事項 

３．職員の確保に関する事項 

４．衛生用品の確保に関する事項 

５．要介護認定に関する事項 

６．介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱い 

に関する事項 

７．感染症発生に備えた対応等に関する事項 

８．その他に関する事項 

※国からの通知では、介護事業所のみならず、総合事業指定事業所を対象とする事業や施

策が見受けられますので、ご確認いただきますようお願いいたします。 

 

《参考》 

厚生労働省のホームページと併せて、宮城県の下記ページも定期的に確認してください。 

 新型コロナウイルス関連情報（介護サービス事業者向け） 

（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/corona2020.html）  
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【重要】事業所内で感染症等が発生した場合の対応 

 令和５年５月８日宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課発出「施設内で感染症等が発生

した場合の報告方法について」（別添１）の対応となります。 

 報告基準に該当した場合は、宮城県（仙台保健福祉事務所）への報告とともに、所在市町

村担当課へも報告願います。 

 

【問い合わせ先】 

 

 

市町村担当課 連絡先 

塩竈市福祉子ども未来部高齢福祉課高齢者支援係 022-364-1204 

多賀城市保健福祉部介護・障害福祉課介護支援係 022-368-1141 

松島町健康長寿課高齢者支援班 022-355-0677 

七ヶ浜町長寿社会課介護保険係 022-357-7447 

利府町保健福祉部地域福祉課介護福祉係 022-767-2198 


